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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 便 器 本 体 と 、 前 記 便 器 本 体 の ボ ウ ル 面 に 洗 浄 水 を 吐 水 す る リ ム 吐 水 部
へ の 給 水 と ト ラ ッ プ 排 水 部 に 直 接 ジ ェ ッ ト 洗 浄 水 を 吐 水 す る ジ ェ ッ ト 吐 水 部 へ の 給 水 を そ
れ ぞ れ 独 立 に 行 な う 給 水 手 段 と 、 前 記 給 水 手 段 の 動 作 を 制 御 す る 制 御 手 段 と 、 人 体 を 検 知
す る 人 体 検 知 手 段 及 び ／ 又 は 人 体 が 便 座 へ 着 座 し た こ と を 検 知 す る 着 座 検 知 手 段 と 、 を 備
え た 便 器 装 置 に お い て 、 前 記 人 体 検 知 手 段 及 び ／ 又 は 前 記 着 座 検 知 手 段 が 非 検 知 状 態 か ら
検 知 状 態 に 切 り 替 わ っ た 場 合 の 第 １ 検 知 信 号 に 基 づ い て 前 記 制 御 手 段 が 前 記 給 水 手 段 を 作
動 さ せ て 前 記 リ ム 吐 水 部 へ 第 １ の 給 水 量 の 給 水 を 行 な う こ と を 特 徴 と す る 便 器 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 便 器 本 体 と 、 前 記 便 器 本 体 の ボ ウ ル 面 に 洗 浄 水 を 吐 水 す る リ ム 吐 水 部
へ の 給 水 と ト ラ ッ プ 排 水 部 に 直 接 ジ ェ ッ ト 洗 浄 水 を 吐 水 す る ジ ェ ッ ト 吐 水 部 へ の 給 水 を そ
れ ぞ れ 独 立 に 行 な う 給 水 手 段 と 、 前 記 給 水 手 段 の 動 作 を 制 御 す る 制 御 手 段 と 、 前 記 制 御 手
段 に 命 令 を 送 信 す る 操 作 手 段 と 、 を 備 え た 便 器 装 置 に お い て 、 前 記 操 作 手 段 か ら の 信 号 を
受 信 し た 前 記 制 御 手 段 が 前 記 給 水 手 段 を 作 動 さ せ て 前 記 リ ム 吐 水 部 へ 第 １ の 給 水 量 の 給 水
を 行 な う こ と を 特 徴 と す る 便 器 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 請 求 項 ２ 記 載 の 便 器 装 置 に お い て 、 前 記 操 作 手 段 は リ モ コ ン ボ ッ ク ス
で あ る こ と を 特 徴 と す る 便 器 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 請 求 項 ２ ま た は ３ に 記 載 の 便 器 装 置 に お い て 、 人 体 を 検 知 す る 人 体 検
知 手 段 及 び ／ 又 は 人 体 が 便 座 へ 着 座 し た こ と を 検 知 す る 着 座 検 知 手 段 を 備 え 、 前 記 人 体 検
知 手 段 及 び ／ 又 は 前 記 着 座 検 知 手 段 が 非 検 知 状 態 か ら 検 知 状 態 に 切 り 替 わ っ た 場 合 の 第 １
検 知 信 号 に 基 づ い て 、 前 記 操 作 手 段 が 操 作 可 能 と な る こ と を 特 徴 と す る 便 器 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 請 求 項 １ 乃 至 ４ の い ず れ か 記 載 の 便 器 装 置 に お い て 、 前 記 第 １ の 給 水
量 は 、 用 便 後 汚 物 を 排 出 す る た め に 前 記 リ ム 吐 水 部 に 給 水 す る 第 ２ の 給 水 量 よ り も 少 な い
こ と を 特 徴 と す る 便 器 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】 　 請 求 項 １ 乃 至 ５ の い ず れ か 記 載 の 便 器 装 置 に お い て 、 前 記 制 御 手 段 が
前 記 第 １ の 給 水 量 を 調 節 す る 給 水 量 調 節 機 能 を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 便 器 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ７ 】 　 請 求 項 記 載 の 便 器 装 置 に お い て 、 前 記 人 体 検 知 手 段 及 び ／ 又 は 前 記
着 座 検 知 手 段 が 検 知 状 態 か ら 非 検 知 状 態 に 切 り 替 わ っ た 場 合 の 第 ２ 検 知 信 号 に 基 づ い て 前
記 制 御 手 段 が 前 記 給 水 手 段 を 作 動 さ せ て 前 記 リ ム 吐 水 部 へ 前 記 第 ２ の 給 水 量 の 給 水 を 行 な

５



う こ と を 特 徴 と す る 便 器 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 ま た 、 本 発 明 の 好 ま し い 態 様 と し て は 、 前 記 人 体 を 検 知 す る 人 体 検 知 手 段 及 び ／ 又 は 人
体 が 便 座 へ 着 座 し た こ と を 検 知 す る 前 記 着 座 検 知 手 段 を 備 え 、 前 記 人 体 検 知 手 段 及 び ／ 又
は 前 記 着 座 検 知 手 段 が 非 検 知 状 態 か ら 検 知 状 態 に 切 り 替 わ っ た 場 合 の 第 １ 検 知 信 号 に 基 づ
い て 、 前 記 操 作 手 段 が 操 作 可 能 と
　 こ れ に よ り 、 ト イ レ 内 の 掃 除 中 な ど 誤 っ て 操 作 手 段 を 操 作 し て も 動 作 す る こ と は な い 。
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す る 。
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